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Scandinavia Todayの行事に参加して

Joined in the Events of Scandinavia Today 

Scandinavia Todayは、昨秋、北欧五ヶ国が共

同して日本で催した大がかりのイベントであっ

た。私は数あるイベントのうちのたった 3つにし

か参加することができなかった。

(1) スウェーデンのキング カール16世グスタフ

陛下がオープニングのテープを切られたのは、世

田谷美術館における「スウェーデン・テキストタ

イル・アート展」であった。北欧ではもともと織

物は農民の主婦が自家用に織って代々伝えてきた

ものであるが、 19世紀後半になって、織物の伝統

を保存しさらに近代芸術に発展させようという運

動が起った。 「スウェーデン手工芸友の会J(ハン

ドアルベーテッツ・ヴェンネル)は、スウエーデ

顧 問 小野寺百合子
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ような親しみと温かみを持っている。会場には織

機も据えつけ織物の実演もあ った。オ ープニング

はフィンランドの文化大臣によって行われた。北

欧と一口にいってもそれぞれの国がそれぞれの色

調を持っていることが興味深かった。

. ンの指導的な画家や版画家や彫刻家の作品を下絵

にして、伝統的の織物技法を駆使して、新しい織

物芸術を生み出した。今回展示されたのは25人の

作家による49点の大壁掛であった。古典的色調か

ら。超モダーンな図柄まで一つ一つの作品の前に釘

付けされるほどの見事さであった。壁掛はヨーロ

ッパでは王朝芸術として栄えたもので、宮殿とか

王城とかの壁画を豪華に飾るものとばかり思って

いたので、この斬新な魅力には驚かされた。

(3) I北欧子供の絵本展」の会場は東京都立中央

図書館で、ノルウ エーの教育大臣がオープニング

のテープカットをされた。この展覧会のためには

日本児童図書評議会(JBBY)が努力した。展示

品の中に目立ったのはH.S、アンデルセンの絵本

の初版本であった。北欧 5ヶ国から集められた各

国の絵本が処せましと並べられてあったが、中で

われわれになじみ深いのは、日本語に訳されてい

るスウェーデンのアストリット・リンドクレン，

フィンランドの卜ーへ・ヤンソン，ノルウエーの

スヴェン・オート一等の絵本であって、訳本もい

くらかは展示されていた。

(2) I北欧のくらしと手工芸展」は、山梨幹子氏

の骨折りによる展覧会で、北欧人の生活に蜜着し

た伝統工芸の現代版であった。織物あり、編物あ

り、刺繍ありで、寒くて暗い冬の長い北欧の主婦

たちが手をかけ時間をかけて丹念に作り出す作品

なので、 「自分もやってみょうかしら」 と感じる
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スカンジナビア・トゥデーと音楽の諸行事

Scandinavia Today and the Events of Music 

北欧音楽研究家 大束省 三

Mr. Shozo Otsuka 

1987年は実に画期的な年だった。春まだ浅き 2 アンデンュ・エリアソン「ノットゥルノ」及びヤ一

月にネーメ ヤノレヴィ指揮スウェーデン国立エー ン .W・モノレテンソン「アンコーラ」が取り上げ

テボリ交響楽団、 3月にはエサ=ベッカ・サロネ

ン指揮スウェーデン放送交響楽団と 、スウェーデ

ンを代表する 2つのオーケス トラが相次いで来日

して素晴らしい演奏を聴かせてくれたのをはじ

め、スウェーデンのギタリスト、エーラン・セル

シェル公演(10月)など、数多くの機会に北欧の

音楽が取り上げられ、北欧の演奏家たちに接する

ことができた。この北欧音楽年とでもいうべき年

のクライマックスは、なんといってもスカンジナ

ビア ・トゥ デーの一連の催しで、北欧の文化・芸

術を総合的に紹介するこの一大イベントの中にあ

って、音楽も 2つの 5ヶ国総合プロジェクトや国

別のプロジェクトを通して積極的に紹介された。

まず、 11月 l日に“ノルディックフェスティパ

ノレNHK交響楽団特別演奏会"が、カール16世グ

スタフ国王陛下をはじめとする貴賓のご臨席の下

に開催された。ユッカ=ベッカ・サラステの指揮、

スタファン・シェーヤのピアノ独奏で行われたこ

の演奏会では北欧 5ヶ国の管弦楽作品が紹介さ

れ、スウェーデンからはアンコールとしてヒユー

ゴ アルヴェンの「スウェーデン狂詩曲第一番“夏

の徹夜祭"Jが取り上げられた。この演奏会の模

様はFMとTVでも放送されたが、北欧の薫りあ

ふれる素晴らしい演奏会だった。そして、翌日月 2

日から 5日にかけて“スカンジナビア・ミューシ

ック・トゥデー"が開催された。北欧の優れた現

代音楽作品を北欧第一線の演奏家の演奏で紹介す

るこの{雀しに、スウェーデンのf乍品としてミクロ

ス・マロース「クラスター フォー・クラス

ター」、スヴェン・ダヴィド・サンドストロム「ド

ラムスJIクロース・トゥ」、 トノレヒョルン イヴ

ァン ノレントクヴィスト「インテグレーゾョン」、
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られ、モンテンソンはこの催しに招かれて来日し

た。演奏家としては 1日の独奏者としても登場し

たスタファン・シェーヤと打楽器アンサンブノレの

クロウマータが参加した。他の国の作品・演奏家

を含めひとつとしてつまらぬものはなく，この四

夜にわたる催しは私にとって実に素晴しい経験だ

った。なお、 2日の演奏会にはカール16世グスタ

フ陛下がご臨席になった。

この他、B.Jリンドとスタファン・シェーヤの

デュオ“ヨーロッパ、"クロウマータとポストモ
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タンダンスの競演、フィンランドの“森と湖のハー

モニー"のシリーズなど興味深い催しが数多く聞

かれたが、私の指揮する北欧合唱団の演奏会がプ

ロジェクトのひとつに加えて頂けたのは大変光栄

なことだった。私達の演奏会では、北欧 5ヶ国の

合唱作品を演奏したが、スウェーデンからはヴィ

ルヘルム ・ステンハンマル「スヴェーリェ」、ヒ

ユーゴ・アルヴェン 「ふたりだけの牧場に」及び

ホーカン スンド編曲の民俗宗教歌 3曲を取り上

げ、アンコールとして民謡“Jag vet en dejlig 

rosa"を歌った。また、この時期、スカ ンジナビ

ア・トゥデー以外の演奏会や放送でも盛んに北欧

音楽が取り上げられ、活況を呈していたのは実に

嬉しいことであるし、今年に入ってからも 1月か

ら2月にかけてへルゾンキ・フィルハーモニー管

弦楽団、ヤン・カールパレク・カルテット、 5月に

ストックホルム バッハ合唱団、 11月から12月に

はオスロ・フィルハーモニー管弦楽団、等々の来

日、また、圏内の演奏家たちによる北欧音楽の演

奏も盛んで、喜ばしい限りである。

'̂ • 



「第12条ホーム」について

‘社会の不幸な少年'より抄訳 (下)

指導と教育

保護業務が機能するためには指導が必要であ

る。これは、職員が技術的に又は実際的に処遇目

的を達成する最善の方法を適用するのを学ぶこと

を意味する。それは、また、生徒が自らの改善の

ために必要とする支持と援助とを獲得する方向で

保護資源が用いられることをも意味する。多数の

112条ホーム」では、指導の機能が欠けており、

他の 112条ホーム」では、それが押さえられてい

るか、十分機能していないのである。

指導と個人的なクールーフ。への話しかけとを混同

しないことが重要である。グルーフ。への話しかけ

は、処遇業務への共同参加を実現するための「元

気付けJ(pep ta1k)とほぼ同じである。

処遇業務に役立つ職員の教育的背景は非常に様

々である。しかし、共通の知識が提供されなけれ

ばならない。 一般的基礎教育の上に共通の高次の

教育がなければならない。こうした教育は、例え

は西海岸の学校(vastkustsko1orna)に存在する。

この教育の契機は 112条ホーム」に勤務するもの

にとっては義務的でなくてはならなし、。

継続性と十分な内容とを作り出すためには、教

育は、国家のレベルで、監督機関によって運営され

なければならない。考えられる教育の代替策は、

1 現代の社会教育学的教育を 112条ホーム」の職員

に対して義務的とすることである。

保護期間及び学校教育

112条ホーム」での保護期間を短縮する傾向が

存在する。私は、約 l年の期間も短すぎると思っ

ている。 1984年の平均的保護期聞は、 LVUによ

って保護されている生徒の場合 8か月強であっ

た。多くのホームが生徒を l年から 2年の間収容

しておきたいと考えていながら、これは実行され

ていない。その原因の一つは、 112条ホーム」の

ためのコムーンの保護経費が生徒一人あたり一日

700-1000クロ ーナであることである。これは、

この費用の半分で得られる保護形式と比較され

常磐大学坂田 仁

る。短い保護期間には、また、人道的理由が引き

合いに出される。生徒は、 112条ホーム」の外で

自ら改善をはかる機会を与えられなければならな

し、と。

私は、 112条ホーム」には長い保護期間が必要

だと考えている。これは、生徒がその全期聞を施

設内におらねばならぬということではない。保護

期聞は、動機付け期間、ホ ーム滞在期間及び自分

の室をもっ外泊期間を含んでいる。重要なのは、

ホームが処遇責任を持ち、生徒がそこに帰属して

いることである。

長期保護期間支持の四理由

(1)この少年達は、その行動の対象となった者を

いらだたせている。犯罪の反復が、警察等の反動

を受けないと、社会的によい空気が生まれない。

(2 )社会の中でみずから改善される生徒の可能性

を増すために、確実な職業教育と成就された教育

の証書とを他の誰にもまして彼等は必要としてい

る。それを生徒は 1年間では取得できない。

(3 )生徒達は、彼等の成長した精神的に貧弱な環

境の補償を得ることのできる存在の確実な点を必

要としている。 112条ホーム」は、そのような補

償を与える可能性をもっている。

(4 )生徒達は、行動を改善するのに時間を必要と

している。これは、社会的に成熟し、他の人々と

情緒的に結合し、正常な関係を保たせることに妥

当する。勿論、長期の保護期聞が不適当な例外は

存在する。しかし、社会サービス法と LVUの適

用にあたっては我々は、危険な状況にある少年に

対する責任が特別な年齢で終了するのではなく、

彼等が仕事、勉学、住居をきちんと処理し、正常

な生活への可能性をあたえられた時に初めて終了

するというのが原則であるといってよいであろ

う。

逃走

逃走は、 112条ホーム」では何等問題ではない
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と考えられる。逃走は今では非常に減少しており 、

10年前に比べてほぼ10分の lにな っている。

数の減少にも拘わらず、私は、逃走そのものは

重大な問題だとみている。それは、乱用と犯罪と

を加速するものであるからである。特に女子が危

険である。彼女等は、生活をたて、乱用の資金を

得るために売春をするからである。彼女等は長期

間隠れてもいる。

私が求めるものは、逃走した生徒の捜索に大き

L、努力を払うことである。それには、 i12条ホー

ム」と社会サービスと警察との聞の良い協力関係

が必要である。追及さるべきは、誰かが普通の家

庭から消え去った時に示されるインテンシティー

である。

保護計画

保護資源の計画が導入されたとき運営主体は外|

の境界をこえて、自ナ11では欠如している資源を求

めるべきだと考えられていた。現在の計画では、

ランズティングは、白川|の施設保護の必要に注意

をむけている。これは、明らかに、 i12条ホーム」

をもっていない八つの州にとっては損失を意味す

る。私は、本来の考えかたに戻り、すべての地域

のための計画を始めることを期待する。

以前は、「学校外保護 (vardutom sko1an) Jが

処遇自体の中に含まれていた。その当時i12条ホー

ム」はアフターケアー中の生徒にも責任をもって

いて、生徒は少年福祉学校から退院していなかっ

た。この「学校外保護」はアフターケアー協定で

代替された。しかし、一つのホームしかそのよう

な協定を原則として確立していない。その他の施

設では、アフターケアーは社会福祉委員会が行っ

ているが、それは余り良く機能していない。

i12条ホーム」の保護へ少年を動機づ、けること

は重要なことであるが、収容の前の、このための

計画的で熟慮された試みは、全くみられない。そ

れは、措置決定が拘置処分又は警察補導の直後に

なされることが多いせいだと言われている。しか

し、少年はそれ以前から社会福祉委員会に知られ

ていることが多いから、このことが計画的な動機

付け期間の方向づけの妨げになることはないであ

ろう。

運営主体のどこも、その計画の中で、 i12条ホー

ム」、動機付け期間、施設処遇及び退院の保護連

鎖を発展させていない。私は、 i12条ホーム」が

有用な保護連鎖の中にはしの、その責任が運営主

体に属することは、重要な組織的改革だと考えて

いる。

i12条ホーム」は最後の砦ということができ、

その対象群を選択する可能性は少ない。生徒の強

制的な混在は、施設での処遇の実施を困難にして

いる。運営主体の交替があって後、広範な様々な

問題を抱えた生徒の更に大きな混在が生じてい

る。最も処遇困難な者が処遇の面で見捨てられる

危険が存在する。この問題は、運営主体の保護計

画の中でそう広い範囲では注目されていない。

生徒の問題の大きな部分は、心理的に条件づけ

られている。内向的な、またはアクティングアウ C} 
卜的な反応が支配的である。これにも拘わらず、

この欠陥を何等かの程度で正そうとしている運営

主体は少ない。「危険クーループの少年」は精神的

な児童・少年保護の将来の計画の中にも見出ださ

れない。医療保護と社会サービスとが、これらの

少年に対する責任を分担すべきで、私は、社会サー

ビスの施設がこの責任を引き受けることを提唱す

る。

新生児の場合を除いて、エイズやHTLV-mの事例

は、まだ20歳未満の者のもとでは発見されていな

い。しかし、若年の者もいずれ病気に侵されると

思う。その場合i12条ホーム」の生徒が危険クソレー

プである。

保護計画はこの問題をまだ取り上げていない。

運営主体が1987-1990年の計画に、これらの態度

決定を押しやることは考えられることである。私

は、継続中の定員削減がエイズ問題に対して重点

をおいていないこと、及び、このことがウィルス

の保有者になり、あるいはエイズにかかった少年

を措置決定する社会の準備を減じていると信じて

いる。

施設中の施設

今日の傾向は、 i12条ホ ーム」の定員を削減す

ることである。これは、分画全体が合理化される

ために、分類を更に困難にすることになる。

研究と経験は、少年と処遇手段とが分化する必

要のあることを示している。それ故、個々の生徒

J 
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のニードに応じた保護と処遇とを与えるために、

多数の代替性のある分画が一つの 112条ホーム」

に必要である。

問題の性質に応じて生徒を選択することは、そ

れ自体何の困難ももたらさなし、。それに反して、

保護の計画を分化をさせることは非常に困難であ

る。私はそれ故に、保護の計画の分化が大きい範

囲でなされているとは考えていない。問題は、非

常に複雑であり、心理学的、精神医学的、教育的、

社会的、社会学的、生理的、医学的な要因の理解

しがたし、組み合わせて、ある。問題は、法的、倫理

的性格ももっている。

国の保護資源の計画の実行にあたり、私は、運

営主体がこの方向で活動しているとはみることが

できない。そして、その主たる野心が開放処遇に

あるので私は、どれか一 -ニの 112条ホーム」が

研究、試行施設としての位置を得るものと理解し

たい。

(1)1対角線的処遇方法」を開発するために、112条

ホーム」の一つは、中央、例えば社会庁の運営に

戻す。その 112条ホーム」は、中央の機関の近く

に設置し、医学的、心理学的、社会学的など、様

々な学問の処遇研究と結合させるべきである。

(2)デンマークのドゥラヨールの訓練学校は、い

わゆる「結果教育 (kosekvens-pedagogiken)J 

による業務を10年にわたって行っている。これは、

意識的な社会的しつけ、教育、及びその他の環境

的影響を目的としている。訓練学校では、処遇の

中に、生産的で、訓練学校の世話の下で、影響力

ウェーチンに移入することを計画している。この

方法の開発は、全面的に支持する価値がある。

社会サービス領域の施設の処遇資源を評価する

ためには、現在のところ何の研究も存在しなし、。

現在存在する処遇研究と評価研究とは一つの機関

に統合され、この提案された 112条ホーム」の作

業に結合され、その他の施設の助けとするべきで

ある。この機関は、また経験の基盤として機能す

べきである。すでに見たよ うに、資源は存在する。

それら資源は統合される必要があり、その費用は、

予算の枠外のものとなろう。

そうした総合的な研究がなければ、我々は、実

施されている処遇方法に従った仮定の中で、多くの

者が同じ誤りを犯すような、保護業務における試

行錯誤を続けることになるだろう。

研究方法のどれもが証明を要しないものとはな

り得ない。しかし、私が最も当然、とみる主要方向

は、評価と結合した生徒中心の行動研究で、ある。

この研究は、この研究学科のフィールド スタデ

ィーの伝統的な原理、結果のフィードパック、新

たな研究等によって実行される。これに、処遇結

果の評価を行うための量的測定が結合され得る。

重要なことは、研究が自足的なものとならず目的

に従属することである。この目的とは、これらの

少年のクーループが「尊敬される生活」をする可能

性である。(終)

. と責任とをもって作業班に参加する可能性をとり

し、れている。この活動からは良い経験を得ており 、

現在ファガレドの 112条ホームJは結果教育をス

(訂正) 前号掲載の本稿(上)の 5ベーシ上よ

り左 2行自の規制は規則に、同ベーシ右 2行目の前提

用件は、前提要件に訂正いたします。

スウェーデンボリ一生誕300年記念研究会開催さる

本年が、霊的巨人として世界的に著名なスウェーデ ンボリ ー師の生誕300年にあたるのを記念

し、師の偉業を偲び、汎スウェーデンボリー研究会準備会が主催して、評論家松岡正剛氏およ

び高橋和夫文化女子大学助教授の講話を中心に研究会が、去る2月27日に、日本出版 クラブに

て開催された。
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効率ア ップのために再編制される州行政委員会

自治省、からの委員会報告によると、スウェーデンの州行政委員会(レーンスティーレルセ)は効率ア

ッフ.のために統合されるべきだということで、同措置が実施されたあかつきには金額で3，000万クロー

ナ(6億6，000万円)、職にして100の行政上の節約が達成されるだろうと見込まれている。また、効率

アップと資源のより合理的利用も、さらに同程度の節約をもたらすであろうとしづ。スウェーデンの最

北の州ノノレボッテンでの試験的な再編制 プロジェク トの結果 此の度の結論が導き出された。

24の州の行政委員会は州議会(ランドスティング)や地方自治体と異なり、課税、治安、パスポート、

サービスのブランニンク、自然保護といった事柄に責任を持つ州の公共的機関である。また、州、|の行政

控訴裁判所も存在する。

提案された改正案は、 1989年 7月 1日付で実効となる見込みであり、州の教育委員会、住宅委員会、

農業委員会、川漁委員会を既存の「レーンスティーレルセ」を合併した拡張された公共機関を合意する。

また、問機関は州内の道路事業の責任を引き継くと共に、中央統計局と共同で統計的機能の発展に携わ

ることとなる。労働市場の地域的局面への介入増もまた、提案されている。

問機関は義務的機能と当局によってその任にふさわしいとして任命された諮問団体並びに専門家委員

会の結合に基づくことが提案されている。州知事は引き続き指導的地位に留まるものの、必要な際は彼

の代理をつとめる州長官によって補佐されるべきであるとし、う。

なお、改正は中央官庁と地域の公共機関との聞の連携を変えるようなことなく行なわれる見込みで、

中央の指令は、できる限り多くの地域の自主性を内部組織に残しつつ、全国的調整を確保し続けること

となろう。

ストックホルム大学二言語常用 (Bi1ingua1ism)学部の講師であるケネット ・ヒュノレテンスタム博士

(Dr， Kenneth Hy1tenstam)の最近の研究によると、第二言語としてスウェーデン語を用いている移民

の子供達は、それを母国語とするクラスメートと同じ程度に話したり 、理解したりすることは学べるが、

フォーマルに書かれた言語や文法に関しては、比較的多くの問題を抱えているようだとし、う。同博士の

発見は、ストックホルム大学で最近催された第二言語としてのスウェーデン語に関するシンポシウムで

発表されたもので、同シンポジウムには国中から600人以上の教師や研究者が参加した。

ヒュルテンスタム博士は彼の研究に17-18歳のクザルー プの中の24人のAレヘルの学生を選抜した.そ

のうちの半数の母国語はフィンランド語で、残りの半数の母国語はスペイン語であ った。彼らは母国語

としてスウェーデン語を用いる学生クホループと比較された。なお、これらの学生は同じ教育水準に達し

シンポジウムで討議された移民の子供達の第二言語としてのスウェーデン語

発
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会
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ていた。

一般的通念とは逆に、話し言葉と理解に関する限り、二つのクソレープ聞に明確な差異は存在しなかっ

た。しかしながらフォーマルな書き言葉の使用については、バラツキが見られた。例えば、フィンラン

ド語を話す学生は、スウェーデン語が母国語の学生の 2倍の語会的、文法的、つづりのまちがいをおか

した。また、スペイン語を話すクーループの場合は、これが 3倍にも達していた。ヒュルテンスタム博士

はまた、不思議な文化的違いを指摘している。すなわち、スウェーデンとフィンランドの学生は等しく

常套的で予測のつく文章を書くが、スペイン語を話すグsループの場合は、その書き方がより多彩でイマ

シネーションに富んでいることが判った。

同シンポシウムは、それ自体で学校での教授は、パイリンガルの学生の個別の問題にもっと敏感に対

応すべきだとし、う事実の認識が増していることを表示 している。なお、来年度から第二言語としてのス

ウェーテン語が独立した科目になるため教師のトレーニングコースの再組織化が行なわれた。
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